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宅地建物取引士証への旧姓併記を希望される方の 

申請手続き及び申請書等記載例 

 

 令和２年１０月１日より、宅地建物取引士証

への旧姓併記を申請することができます。 

旧姓併記を申請した場合、宅地建物取引士証

のオモテ面は氏名欄の括弧内に旧姓を表示し

ます（右図参照）。また、裏面には、氏名欄の括

弧内は旧姓である旨が明記されます。 

旧姓併記を希望される方は下記の書類を 2～4ページの記載例に沿って記入し、提出してください。 

 

申請者種別 奈良県建築安全推進課 

へ提出するもの 

奈良県宅地建物取引業協会 

へ提出するもの 

これから資格登録

をされる方 

・ア：資格登録申請書 

・旧姓が併記された住民票（申請前３ヶ月前の発行日） 

・通常の申請に必要な書類 

 

・ウ：宅地建物取引士証交付申請書 

・写真２枚 

・手数料 4500円（奈良県収入証紙） 

※登録完了通知が届いてから 

資格登録済みで現

在有効な宅地建物

取引士証の交付を

受けていない方 

・イ：宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

・旧姓が併記された住民票（申請前３ヶ月前の発行日） 

・氏名以外にも変更事項がある方はこちらもご覧くださ

い。 

・ウ：宅地建物取引士証交付申請書 

・写真２枚 

・手数料 4500円（奈良県収入証紙） 

現在有効な宅地建

物取引士証の交付

を受けている方 

・イ：宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

・旧姓が併記された住民票（申請前３ヶ月前の発行日） 

・氏名以外にも変更事項がある方はこちらもご覧くださ

い。 

・エ：宅地建物取引士証書換え交付

申請書 

・写真１枚 

 

 宅地建物取引士証に併記することができる旧姓は、住民票に併記されている旧姓です。 

 

 旧姓併記を希望される方は必ず旧姓が併記された住民票を添付してください。戸籍謄本及び戸籍抄

本では代用できません。 

 

 ア～エの書類の旧姓併記のための記載例については次ページ以降をご覧ください。また、現姓の印鑑

を使用してください。（シャチハタなどのスタンプ印は不可。） 

 

 ウ及びエの提出方法については、奈良県宅地建物取引業協会（0742-61-4528）へお問い合わせくださ

い。 

 

 ウの提出時に試験合格から１年経過している方は、法定講習を受講しなければなりません。法定講習

受講申込みには、上記のほかに、写真１枚と受講料 12,000円（現金）が必要です。受講申込みにつ

いては奈良県宅地建物取引業協会（0742-61-4528）へお問い合わせください。 

 

このように 

表記されます 

手続き後 

http://www.pref.nara.jp/30873.htm#12
http://www.pref.nara.jp/30873.htm#14
http://www.pref.nara.jp/30873.htm#14
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＜記載例＞ 

 

 

ア：資格登録申請書 

 

 

 

 

 

イ：宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 
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ウ：宅地建物取引士証交付申請書 

 

 

 

↑現姓 ↑旧姓       
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エ：宅地建物取引士証書換え交付申請書 

 

 

 


